
亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金 申請手順書 

１ ケアプランデータ連携システムの導入について 

「ケアプランデータ連携システム」は、介護現場の負担軽減や環境改善のため、居宅介護支

援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされるケアプランのうち、サービス提供票

（予定・実績）をデータで連携するシステムで厚生労働省において作成されました。 

導入については「ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト」をご覧いただき、

導入手順に従って手続きをしてください。https://www.careplan-renkei-support.jp 

  

２ ケアプランデータ連携システム助成金制度について 

 

（１）助成金の対象者  亀岡市内に所在する介護事業所を運営する法人 

                ※申請は、法人単位となります。 

 

（２）助成対象経費   亀岡市内の介護事業所において使用する連携システムのライセンス料 

               ※ライセンス料は、年額２１，０００円 

（複数の介護保険事業所番号をお持ちの方は、ライセンス料の合計額） 

 

（３）助成金の額     令和 6 年度  ライセンス料に対して全額を助成 

           ※既に導入している場合、新たに導入する場合のいずれも対象 

令和 7 年度以降  ライセンス料に対して２分の１を助成 

（４）交付申請 

交付申請書に、ライセンス料を支払ったことを確認できる書類を添えて申請してください。 

※確認できる書類とは、ライセンス料の支払いは、電子請求の証明書発行手数料と同

様、毎月の国保連請求の介護給付費から差し引きされ、介護給付費等支払決定額通知

書に記載されることになる為、その写しがライセンス料を支払ったことを確認できる書類

です。 

 

（５）申請期限    令和 7 年 2 月 28 日（金） 

システムの申し込みから支払いの完了まで 2 カ月程度要することから、システムの申

込日とライセンス料の支払日に注意してください。できるだけ令和６年１２月２７日（金）ま

でにシステムの申し込みを完了するようにお願いします。 

ライセンス料の支払日が、令和７年３月になる場合はご相談ください。令和 7 年 4 月

以降になりますと、システムの申し込みが令和 7 年 3 月以前になされたものであっても、

助成額は２分の１となります。 

 

https://www.careplan-renkei-support.jp/


（６）提出書類 

① 亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金交付申請書（印鑑不要） 

② 支払確認書類（介護給付費等支払決定額通知書の写しなど） 

③ 亀岡市ケアプランデータ連携システム助成金請求書（印鑑不要） 

※振込は交付決定後になりますので、日付は空欄でお願いします。 

※振込先口座は、法人代表口座に限ります。 

 

（７）問い合わせ・提出先 

 〒６２１－８５０１ 

   亀岡市安町野々神８番地 亀岡市役所 高齢福祉課 介護事業所係 

      電話：0771-25-5170  /  FAX:0771-24-3070 

        Mail:kaigo-hoken@city.kameoka.lg.jp 

 

 


